
基本日程　5日間　午 前 9 時 か ら 午 後 5 時

[ A 日 程 ] 　 ８ 月 　 ４ 日 ( 月 ) ～ ８ 月 　 8 日 （ 金 ）  　 計 2 6 人
[ B 日 程 ] 　 ８ 月 １ ８ 日 ( 月 ) ～ ８ 月 ２ 2 日 （ 金 ） 　  計 2 1 人
[ C 日 程 ] 　 ９ 月 　 １ 日 ( 月 ) ～ ９ 月   ５ 日 （ 金 ） 　  計 1 8 人
※受入部署により、日程が上記と異なる場合があります。
　詳細は別紙「受入部署一覧」を確認ください。

受 入 部 署 に よ り 実 習 内 容 が 異 な り ま す 。
別 紙 「 受 入 部 署 一 覧 」 を ご 確 認 く だ さ い 。
ま た 実 習 初 日 に オ リ エ ン テ ー シ ョ ン 、 実 習 最 終 日 に 実 習 報 告 会 を 実 施 予 定 で す 。

申 込 受 付 ： 　 月  　  日 ( 木 ） 　 時 ま で

【問い合わせ先】
　人事課人材育成室
　TEL: 047-435-8642
　E-mail:saiyo@city.funabashi.lg.jp

大 学 、 大 学 院 、 短 期 大 学 、 高 等 専 門 学 校 及 び 高 等 学 校 の 学 生 等

実際に
どんな仕事が

あるのか知りたい
体験したい

船橋市で働く
やりがい・魅力を

知りたい

＼ こんな方におすすめ ／

令和７年度令和７年度

船橋市インターンシップ実習生募集船橋市インターンシップ実習生募集

実習期間・時間・募集人数

対象者

実習内容

申込方法
市 ホ ー ム ペ ー ジ か ら 「 令 和 7 年 度 イ ン タ ー ン シ ッ プ 実 習 申 込 フ ォ ー ム 」
に ア ク セ ス し 、 必 要 事 項 を 入 力 の 上 お 申 込 み く だ さ い 。
※ 高 校 生 の 方 は 学 校 の 担 当 者 よ り 人 材 育 成 室 へ ご 連 絡 く だ さ い 。

詳細・お申込みは
こちら⇒

働く職員の
雰囲気を知りたい



申 込 時 に 申 込 者 に 基 本 情 報 の ほ か 、 「 船 橋 市 で 実 習 を 希 望 す る 理 由
（ 4 0 0 字 以 内 ） 」 、 「 実 習 を 希 望 す る 部 署 」 、 「 携 わ り た い 業 務 」 に つ
い て も ご 入 力 い た だ き ま す 。
高 校 生 が 申 込 を す る 場 合 は 学 校 を 通 じ て お 申 込 み い た だ く 必 要 が あ り ま す 。

受入可否の決定
申 込 内 容 を も と に 選 考 を 行 い 、 申 込 時 発 行 さ れ た マ イ ペ ー ジ 及 び メ ー ル に て
7 月 上 旬 ご ろ に 受 入 可 否 に つ い て 通 知 い た し ま す 。

実習初日までの提出書類
実 習 に あ た り 、 以 下 の 書 類 を 実 習 開 始 日 1 週 間 ま で に 必 ず ご 提 出 く だ さ い 。
1 . 「傷害保険」 及 び 「賠償責任保険」 の 保 険 証 書 の 写 し

必ずインターンシップ実習が保険対象である保険に加入ください。
保 険 適 用 範 囲 に つ い て は ご 自 身 の 加 入 さ れ て い る 保 険 会 社 に 確 認 く だ さ い 。

2 .協定書※ 高 校 生 の み 学 校 と 協 定 を 締 結 し ま す

実 習 で は 、 以 下 の 事 項 を 遵 守 し て い た だ く 必 要 が あ り ま す 。  ☑  
実 習 時 間 中 は 専 ら 所 定 の 実 習 に 従 事 し 、 実 習 の 目 的 の 達 成 に 努 め る 。  ☑
実 習 時 間 中 、 職 員 が 遵 守 す べ き 法 令 、 条 例 等 を 遵 守 す る と と も に 、 実 習 を 受 入
れ る 所 属 の 長 及 び 実 習 指 導 者 の 指 導 及 び 指 示 に 従 う 。  ☑  
実 習 に よ り 知 り 得 た 情 報 （ 公 開 さ れ て い る も の を 除 く ） を 他 に 漏 ら し た り 、 自 己
の 利 益 の た め に 利 用 し な い 。 実 習 終 了 後 に お い て も 同 様 と す る 。  ☑  
実 習 の 成 果 と し て 論 文 等 を 外 部 へ 発 表 す る 場 合 は 、 事 前 に 市 長 の 承 認 を 得 る 。
病 気 等 の た め 予 定 さ れ て い た 実 習 を 受 け る こ と が で き な い 場 合 に は 、  あ ら か じ め
実 習 を 受 け 入 れ る 所 属 の 長 に そ の 旨 を 連 絡 す る 。  ☑  
故 意 又 は 過 失 を も っ て 上 記 の 事 柄 に 反 す る 行 為 に よ り 、 船 橋 市 又 は 第 三 者 に 対
し て 損 害 を 与 え た 場 合 は 、 こ れ ら に 対 し て 責 任 を 負 う 。  ☑
実 習 中 の 事 故 に 備 え 、 傷 害 保 険 及 び 賠 償 責 任 保 険 に 加 入 し 、 実 習 中 の 事 故 に
関 し て は 、 自 ら の 責 任 に お い て 対 応 す る 。

身分・報酬

実 習 の 身 分 ・ 報 酬 等 は 以 下 の と お り で す 。
【 身 分 】 船 橋 市 職 員 と し て の 身 分 は 有 し ま せ ん 。
【 報 酬 】 報 酬 、 賃 金 、 交 通 費 、 食 費 等 は 支 給 し ま せ ん 。
遵守事項

申込にあたって・・


